
４月１日から令和７年３月31日
※４月１日以降の加入は、申込み翌日
から保証対象となります

▶共済期間

１人500円▶掛　金

南風原町民▶対　象
役場３階　総務課
※自治会での加入受付は令和６年３月
末まで

▶申込み

成年後見制度とは
　　認知症や知的障害、精神障害などの理由で、判断能力が不十分な人の権利を法的に守るための制度です。
　家庭裁判所が選任した後見人などが本人の意志を尊重し、法律面や生活面でその人を守り、安心して暮らせ
るようサポートします。

成年後見人の役割
　　財産管理や福祉サービスの利用、入院や施設などの利用時の手続きや契約等を支援します。

どういう場合に利用した方がいいの？
　・お金の管理がうまくできなくなった
　・認知症が進み、詐欺の被害にあうようになった
　・障害を持つ子どもの将来が心配など

安心して暮らすために成年後見制度について考える

　「緑の募金」は、自治会や学校、イベント会場の
緑化等に活用されています。今年も「緑の募金」
へのご協力をよろしくお願いします。昨年は
1,556,773 円の募金が集まりました。ありがとう
ございました。　　　　　　

沖縄県農協　南風原支店　普通　0497701
口 座 名 義　南風原町緑化支部長
　　　　　　（ﾊｴﾊﾞﾙﾁｮｳﾘｮｸｶｼﾌﾞﾁｮｳ）
振込先住所　南風原町字兼城 686番地
※役場産業振興課窓口でも募金を受け付けてお
ります。

「緑の募金」のお願い
【問】総務課　☎889-4415

【問】産業振興課　農政班　☎889-4163

　交通災害共済は、加入者が交通事故で負傷し治
療を受けた場合、もしくは死亡の場合に見舞金が
支給される制度です。

交通災害共済に
加入しませんか？

せい ねん こう けん

▶募金の振込先

▶募金期間

南風原町では、成年後見制度の利用支援を行っています。後見人などが必要だが身寄りの
ない方など、生活に不安がある方は役場２階保健福祉課へご相談ください。

高齢者の相談
地域包括支援センター☎ 098-889-3534

障がい者の相談
障がい者福祉班 ☎ 098-889-4416

4 月 30日 ( 火 ) まで

「
緑
の

募金」にご協
力

を
！
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